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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの個人情報を受け付ける手段と、前記個人情報をユーザＩＤとともに記録する手
段と、前記個人情報を前記ユーザＩＤとともに提供する手段と、後記ＣＭ提供メーカ装置
から提供される、ユーザ毎に選別されたＣＭを前記ユーザＩＤとともに記録する手段と、
コンテンツを格納した手段と、前記ユーザＩＤを持つユーザから前記コンテンツの要求を
受け付ける手段と、前記コンテンツを格納した手段に格納されているコンテンツの中の、
前記ユーザから要求されたコンテンツを、ＣＭを付加することなく、前記ユーザＩＤを持
つユーザに電子ネットワークで配信する手段と、前記提供されたユーザ毎に選別されたＣ
Ｍを、前記ユーザＩＤとともに、電子ネットワークに常時流す手段と、前記ユーザ毎に選
別され電子ネットワークに常時流されているＣＭへの、当該ユーザからのユーザＩＤを含
む電子的アクセスを受け付ける手段と、前記ＣＭへの前記ユーザＩＤを含む電子的アクセ
スを受け付けた場合のみ、前記コンテンツ配信局装置から配信されたコンテンツを再生す
る装置において当該ユーザに配信されたコンテンツを再生できるようにする手段と、前記
ユーザからの、前記電子ネットワークに常時流されているユーザ毎に選別されたＣＭへの
電子的アクセスの回数をかぞえる手段と、を有するコンテンツ配信局装置と、
　前記コンテンツ配信局装置から提供された前記個人情報に基づいてＣＭをユーザ毎に選
別し、前記コンテンツ配信局装置へユーザＩＤとともに提供するＣＭ提供メーカ装置と、
　を備えた、ＣＭ提供システム。
【請求項２】
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　ユーザの個人情報を受け付ける手段と、
　前記個人情報をユーザＩＤとともに記録する手段と、
　前記個人情報をユーザＩＤとともに提供する手段と、
　前記提供する手段から提供された前記個人情報に基づいてＣＭをユーザ毎に選別し、前
記ユーザＩＤとともに提供するＣＭ提供メーカ装置から提供される、ユーザ毎に選別され
たＣＭを前記ユーザＩＤとともに記録する手段と、
　コンテンツを格納した手段と、
　前記ユーザＩＤを持つユーザから前記コンテンツの要求を受け付ける手段と、
　前記コンテンツを格納した手段に格納されているコンテンツの中の、前記ユーザから要
求されたコンテンツを、ＣＭを付加することなく、前記ユーザＩＤを持つユーザに電子ネ
ットワークで配信する手段と、
　前記提供されたユーザ毎に選別されたＣＭを、前記ユーザＩＤとともに、電子ネットワ
ークに常時流す手段と、
　前記ユーザ毎に選別され電子ネットワークに常時流されているＣＭへの、当該ユーザか
らのユーザＩＤを含む電子的アクセスを受け付ける手段と、
　前記ＣＭへの前記ユーザＩＤを含む電子的アクセスを受け付けた場合のみ、前記コンテ
ンツ配信局装置から配信されたコンテンツを再生する装置において当該ユーザに配信され
たコンテンツを再生できるようにする手段と、
　前記ユーザからの、前記電子ネットワークに常時流されているユーザ毎に選別されたＣ
Ｍへの電子的アクセスの回数をかぞえる手段とを、備えたコンテンツ配信局装置。
【請求項３】
　前記コンテンツ配信局装置は、前記アクセスしてきたＣＭの数に応じて、前記ＣＭ提供
メーカ側から徴収する手数料を決め、又は、前記ユーザへ配布する記録媒体の料金を決め
る、請求項２記載のコンテンツ配信局装置。
【請求項４】
　前記コンテンツ配信局装置は、配信可能なコンテンツのコンテンツリストを、配布する
記録媒体に記録する手段を、更に有する、請求項２記載のコンテンツ配信局装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ビジネスモデルに関し、コマーシャル（ＣＭ）の効率的な提供方法及び、デジ
タルテレビ放送などにおける映像コンテンツやコマーシャルデータを記録するＨＤＤ等の
大容量記録媒体の供給方法、媒体及び情報集合体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
デジタル放送は、高能率圧縮された複数の番組のデジタルデータを時分割多重化した状態
でデジタル放送波とし、衛星放送などを介して放送するものであり、既に一部の国におい
て実用化されており、日本においても実用化に向けて種々の技術検討が行われている。
【０００３】
上記デジタル放送においては、従来のアナログテレビ放送に比べ、はるかに多くの番組が
同時に放映されるため、ユーザが視聴したいと思う番組すべてをリアルタイムで視聴する
ことは困難になってくる。従って、蓄積装置に一時的に記録蓄積しておいて、適宜再生し
て視聴するという視聴方法が不可欠となることが予想される。蓄積装置として、ＨＤＤが
、蓄積容量の増大に伴い、映像のデジタル記録用デバイスとして使用されつつあり、この
ＨＤＤは、ディスク型記録媒体であるため映像コンテンツの記録・再生を迅速に行うこと
ができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ＨＤＤの記録容量の増加スピードが、例えば年率約１００％と非常に早い
ため、テレビ放送のコンテンツ蓄積装置として用いた場合、ＡＶ機器としての製品サイク
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ルが短くなる。一方、ＨＤＤは構造上、使い捨てに出来るような価格まで下がるとは考え
られないので、小容量のままで使うか容量アップの度に買い換えるかしなければならず、
結果としてコスト的に割高になる。
【０００５】
また、ＨＤＤは、アクセスが早く容易なので、一般的には、映像コンテンツに付加された
コマーシャルをスキップして簡単に抜くことが可能であり、コマーシャルを提供する側か
らみれば、ビジネスチャンスを逃すことになる。
【０００６】
更に、現在のテレビ放送のように、すべての視聴者に対して同じコマーシャルを一律に流
すことは宣伝効果が低いという課題がある。
【０００７】
　本発明は、従来のこのような課題を考慮し、記録容量の増大に対応できるように、大容
量記録媒体を低価格で製品サイクルに合わせて供給可能であり、また、コマーシャルを提
供する側のビジネスチャンスを生かすことができるＣＭ提供システム及びコンテンツ配信
局装置を提供することを目的とするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　第１の本発明は、ユーザの個人情報を受け付ける手段と、前記個人情報をユーザＩＤと
ともに記録する手段と、前記個人情報を前記ユーザＩＤとともに提供する手段と、後記Ｃ
Ｍ提供メーカ装置から提供される、ユーザ毎に選別されたＣＭを前記ユーザＩＤとともに
記録する手段と、コンテンツを格納した手段と、前記ユーザＩＤを持つユーザから前記コ
ンテンツの要求を受け付ける手段と、前記コンテンツを格納した手段に格納されているコ
ンテンツの中の、前記ユーザから要求されたコンテンツを、ＣＭを付加することなく、前
記ユーザＩＤを持つユーザに電子ネットワークで配信する手段と、前記提供されたユーザ
毎に選別されたＣＭを、前記ユーザＩＤとともに、電子ネットワークに常時流す手段と、
前記ユーザ毎に選別され電子ネットワークに常時流されているＣＭへの、当該ユーザから
のユーザＩＤを含む電子的アクセスを受け付ける手段と、前記ＣＭへの前記ユーザＩＤを
含む電子的アクセスを受け付けた場合のみ、前記コンテンツ配信局装置から配信されたコ
ンテンツを再生する装置において当該ユーザに配信されたコンテンツを再生できるように
する手段と、前記ユーザからの、前記電子ネットワークに常時流されているユーザ毎に選
別されたＣＭへの電子的アクセスの回数をかぞえる手段と、を有するコンテンツ配信局装
置と、
　前記コンテンツ配信局装置から提供された前記個人情報に基づいてＣＭをユーザ毎に選
別し、前記コンテンツ配信局装置へユーザＩＤとともに提供するＣＭ提供メーカ装置と、
　を備えた、ＣＭ提供システムである。
　第２の本発明は、ユーザの個人情報を受け付ける手段と、
　前記個人情報をユーザＩＤとともに記録する手段と、
　前記個人情報をユーザＩＤとともに提供する手段と、
　前記提供する手段から提供された前記個人情報に基づいてＣＭをユーザ毎に選別し、前
記ユーザＩＤとともに提供するＣＭ提供メーカ装置から提供される、ユーザ毎に選別され
たＣＭを前記ユーザＩＤとともに記録する手段と、
　コンテンツを格納した手段と、
　前記ユーザＩＤを持つユーザから前記コンテンツの要求を受け付ける手段と、
　前記コンテンツを格納した手段に格納されているコンテンツの中の、前記ユーザから要
求されたコンテンツを、ＣＭを付加することなく、前記ユーザＩＤを持つユーザに電子ネ
ットワークで配信する手段と、
　前記提供されたユーザ毎に選別されたＣＭを、前記ユーザＩＤとともに、電子ネットワ
ークに常時流す手段と、
　前記ユーザ毎に選別され電子ネットワークに常時流されているＣＭへの、当該ユーザか
らのユーザＩＤを含む電子的アクセスを受け付ける手段と、
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　前記ＣＭへの前記ユーザＩＤを含む電子的アクセスを受け付けた場合のみ、前記コンテ
ンツ配信局装置から配信されたコンテンツを再生する装置において当該ユーザに配信され
たコンテンツを再生できるようにする手段と、
　前記ユーザからの、前記電子ネットワークに常時流されているユーザ毎に選別されたＣ
Ｍへの電子的アクセスの回数をかぞえる手段とを、備えたコンテンツ配信局装置である。
　第３の本発明は、前記コンテンツ配信局装置は、前記アクセスしてきたＣＭの数に応じ
て、前記ＣＭ提供メーカ側から徴収する手数料を決め、又は、前記ユーザへ配布する記録
媒体の料金を決める、第２の本発明のコンテンツ配信局装置である。
　第４の本発明は、前記コンテンツ配信局装置は、配信可能なコンテンツのコンテンツリ
ストを、配布する記録媒体に記録する手段を、更に有する、第２の本発明のコンテンツ配
信局装置である。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。
（第１の実施の形態）
図１は、本発明にかかる第１の実施の形態の大容量記録媒体供給方法におけるモデル図で
ある。図１において、コンテンツ配信局１０２は、映像コンテンツなどをユーザ１０１に
対して有料で配信するビデオレンタル店やケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）等であり、ＣＭ提
供メーカ１０３は、ユーザ１０１に販売する各種の製品などのコマーシャルを提供する企
業である。ここでは複数メーカの集合体であると考えて良い。あるいはその地域の商店街
やスーパーのように地域に根ざした商店を考えても良い。
【００１４】
まず、ユーザ１０１は、映像などのコンテンツを配信してもらおうと思ったコンテンツ配
信局１０２に対して会員になるために入会を申し込む。この入会申し込みは、住所、氏名
なども含めて年齢、性別、趣味、嗜好などのライフスタイル情報を含めた個人情報を提供
するとともに入会金を支払う（１０４）。
【００１５】
そうすると、コンテンツ配信局１０２は、入会申し込みを行ったユーザ１０１に対して、
大容量記録媒体であるＨＤＤをレンタルする。レンタル料金は、例えば月会費となる。こ
のＨＤＤは、配信されたコンテンツを記録できるような認証システム、高速ネットワーク
接続に対応したものである。ここでは、ＨＤＤのみをレンタルする方法としているが、再
生装置などもセットでレンタルする方法としても良い。ユーザ１０１へのＨＤＤのレンタ
ルに伴って、配信可能なコンテンツにどのようなものがあるかを知らせるためのコンテン
ツリストを、例えばＨＤＤに記録して配布する（１０７）。また、ＨＤＤはユーザ１０１
が要求したコンテンツ以外の記録は出来ず、再生しかできない。
【００１６】
ユーザ１０１にＨＤＤをレンタルする場合に、現在市場に出ているＨＤＤより容量が少な
い古いタイプのＨＤＤを安くレンタルできるようにしてもよい。また、新しい大容量のＨ
ＤＤのレンタルを開始したときは、現在レンタル中の古いタイプのＨＤＤはレンタル料を
下げるようにしても良い。
【００１７】
ユーザ１０１は、コンテンツリストを見て配信を希望するコンテンツ及び再生時期を選択
し、コンテンツ配信局１０２にコンテンツを要求する（１０８）。コンテンツ配信局１０
２は、ＨＤＤをレンタルするときに何本か、例えば２～３本／月のコンテンツを無料とす
るようにしてもよい。
【００１８】
一方、コンテンツ配信局１０２からＣＭ提供メーカ１０３へは、ユーザ１０１の個人情報
１０５が提供され、ＣＭ提供メーカ１０３では、その提供を受けたユーザ１０１の個人情
報に基づいてＣＭを選別し、コンテンツ配信局１０２に提供する（１０６）。ＣＭ提供メ
ーカ１０３におけるＣＭの選別の方法は、個人情報のみでなく、ユーザ１０１から要求の
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あったコンテンツの内容、ジャンルや頻度なども考慮して選別するようにしてもい。
【００１９】
コンテンツ配信局１０２では、ユーザ１０１から要求されたコンテンツにＣＭ提供メーカ
１０３からのＣＭを付加してユーザに配信する（１０９）。ユーザ１０１に配信されたコ
ンテンツはＨＤＤに記録される。このとき、ＣＭはスキップできないように必ず再生され
る仕組みを入れておく。また、再生期間を限定する仕組みもコンテンツに組み込んでおく
。
【００２０】
次に、ユーザ１０１は、配信されてＨＤＤに記録されたコンテンツを再生する。コンテン
ツの再生は指定された期間ならば何度でも可能であるが、ＣＭを必ず見なければ再生でき
ない。ユーザ１０１は又、見たＣＭによりＣＭ提供メーカ１０３に対してＣＭのより詳し
い情報の問い合わせや購入などを、電話やインターネットなどにより直接やり取りするこ
とができる（１１０）。
【００２１】
以上により、コンテンツ配信局１０２は、コンテンツに付加したＣＭ数やアクセスにきた
回数に応じて、ＣＭ提供メーカ１０３からコンテンツ配信料やＣＭ提供料を徴収するとと
もに、ユーザ１０１からも入会金や月会費を徴収することができる。コンテンツ配信局１
０２はＣＭ提供メーカ１０３から料金を徴収できるので、ユーザ１０１が支払う会費は低
料金となり、低価格で容量がアップしたＨＤＤを手に入れることができる。また、ＣＭ提
供メーカ１０３は、ユーザ１０１の嗜好にあったＣＭを流すことにより、宣伝費に対する
売り上げを増やすことが可能になる。すなわち、ＣＭの効率がアップする。
【００２２】
なお、上記実施の形態では、ユーザを一個人として説明したが、これに限らず、ファミリ
ー会員としてレンタルできるようにしても良い。この場合は、コンテンツを再生するとき
はユーザＩＤ（または会員番号など）を入力することにより、視聴者以外の家族が見るＣ
Ｍは再生しないようにして、入力したユーザＩＤの個人に対応したＣＭのみ再生するよう
にすればよい。
【００２３】
また、上記実施の形態では、ＨＤＤのレンタル料を月会費として月々徴収する方法をとっ
たが、これに代えて、ユーザがコンテンツをレンタルする度にコンテンツのレンタル料金
に上乗せしてＨＤＤ費用を回収するようにしてもよい。
【００２４】
また、上記実施の形態では、ＣＭをコンテンツに付加して配信したが、これに代えて、コ
ンテンツのみユーザ側に配信し、ＣＭを常時ネットワークに流しておいて、ユーザは、そ
のＣＭにアクセスして再生した場合のみ、コンテンツを再生することができるようにして
もよい。その場合に、ＣＭにユーザ毎のＩＤを付加してユーザ毎に選別したＣＭをそのユ
ーザが再生できるようにすればよい。
【００２５】
また、上記実施の形態では、ＨＤＤをレンタルとしたが、これに代えて、ＨＤＤをユーザ
に販売し、再生したＣＭ量に応じた割引料金分は、会費や何本かのコンテンツ配信の無料
サービス、あるいは次回ＨＤＤ購入時の割り引きに当てるようにしてもよい。
（第２の実施の形態）
図２は、本発明にかかる第２の実施の形態の大容量記録媒体供給方法におけるモデル図で
ある。図２において、ＳＴＢメーカ２０２は、デジタルテレビ放送を受信して映像データ
などを再生するセットトップ・ボックス（ＳＴＢ）やそのＳＴＢの記録装置に用いるＨＤ
Ｄを販売するメーカであり、ＣＭ提供メーカ２０３は、ユーザ２０１に販売する各種の製
品などのコマーシャルを提供する企業である。ここでは複数のメーカの集合体であると考
えて良い。
【００２６】
まず、ユーザ２０１は、ＳＴＢメーカ２０２からオプションのＨＤＤを購入するために、
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住所、氏名などを含めて年齢、性別、趣味、嗜好などのライフスタイル情報を含めた個人
情報を提供するとともに購入依頼する（２０４）。
【００２７】
そうすると、ＳＴＢメーカ２０２は、個人情報を提供したユーザ２０１に対してはＨＤＤ
を割引して販売し、ユーザ２０１はＨＤＤを安く購入する（２０６）。そして、ＨＤＤを
購入したユーザ２０１の個人情報をＣＭ提供メーカ２０３へ与える（２０５）。
【００２８】
ＣＭ提供メーカ２０３は、ユーザ２０１の個人情報に基づいてＣＭを選別し、そのＣＭを
ＣＭ提供用の媒体を通じて流す（２０７）。
【００２９】
ＨＤＤを購入したユーザ２０１においては、ＴＶ番組を記録すると、記録途中にＣＭ提供
メーカ２０３からのＣＭが強制的に記録される。このＣＭの記録は、ＴＶ放送を通じて行
っても良いし、通信回線などにより別系統を通じて行うようにしても良い。ユーザ２０１
がＨＤＤに記録されたＴＶ番組を再生すると、ＣＭも同時に再生され、このＣＭ再生結果
がＣＭ提供メーカ２０３に知らされる（２０８）。
【００３０】
ＣＭ提供メーカ２０３は、ユーザ２０１が再生したＣＭの数に応じて、そのユーザ２０１
が次回購入するＨＤＤの価格を割り引くために、その割引料金をＳＴＢメーカ２０２に支
払う（２０９）。
【００３１】
ＳＴＢメーカ２０２は、ＣＭ提供メーカ２０３からもらった割引料金に応じて、そのユー
ザ２０１が次世代大容量ＨＤＤを購入する場合に（２１０）、ＨＤＤを安く販売する。
【００３２】
以上により、ＳＴＢメーカ２０２は、ユーザ２０１が再生したＣＭの数に応じて、ＣＭ提
供メーカ２０３から割引料金をもらってユーザ２０１にＨＤＤを安くして販売する。これ
により、ユーザ２０１のＨＤＤ購買意欲が高まり、ＨＤＤの売り上げにより利益を得るこ
とができる。また、ユーザ２０１は、初回は個人情報の提供によりＨＤＤを安く購入でき
、２回目以降は再生したＣＭの数に応じてＨＤＤを安く購入でき、ユーザ２０１は容量ア
ップしたＨＤＤを低価格で買い換えできる。更に、ＣＭ提供メーカ２０３は、ユーザ２０
１の嗜好にあったＣＭを流すことにより、宣伝費に対する売り上げを増やすことが可能に
なる。すなわち、ＣＭの効率がアップする。
（第３の実施の形態）
図３は、本発明にかかる第３の実施の形態の大容量記録媒体供給方法におけるモデル図で
ある。図３において、ＨＤＤメーカ３０２は、ＡＶ機器の映像データ等の記録用やパソコ
ンのデータ記録用などのＨＤＤをユーザ３０１に販売するメーカであり、製品メーカ３０
３は、ユーザに販売する各種の製品などを販売する企業である。ここでは複数メーカの集
合体と考えて良い。
【００３３】
まず、ユーザ３０１は、ＨＤＤメーカ３０２からＨＤＤを購入するために、住所、氏名な
どを含めて年齢、性別、趣味、嗜好などのライフスタイル情報を含めた個人情報を提供す
るとともに購入依頼する（３０４）。
【００３４】
そうすると、ＨＤＤメーカ３０２は、個人情報を提供したユーザ３０１に対してはＨＤＤ
を割引きして販売し、ユーザ３０１はＨＤＤを安く購入する（３０７）。そして、ＨＤＤ
を購入したユーザ３０１の個人情報を製品メーカ３０３へ与える（３０５）。
【００３５】
製品メーカ３０３は、ユーザ３０１の個人情報に基づいて商品データが記載された製品カ
タログを選別し、カタログを載せる仕組みをＨＤＤメーカ３０２に依頼する（３０６）。
【００３６】
ＨＤＤを購入したユーザ３０１においては、ＨＤＤメーカ３０２のカタログを載せる仕組
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みに従って、製品メーカ３０３から製品カタログが提供され（３０８）、ユーザ３０１の
嗜好にあった製品の商品データがＨＤＤに記録される。この製品カタログの記録は、ＡＶ
機器であればＴＶ放送や電話回線を通じて行っても良いし、パソコンであれば通信回線な
どを通じて行うようにしても良い。ユーザ３０１はＨＤＤに記録された商品データを検索
して購入したい製品を選択し、製品メーカ３０３に注文する（３０９）。
【００３７】
製品メーカ３０３は、ユーザ３０１が注文した製品価格に応じて、そのユーザ３０１が次
回購入するＨＤＤの価格を割り引きできるように、その割引料金分をＨＤＤメーカ３０２
に支払う（３１０）。ＨＤＤメーカ３０２は、製品メーカ３０３からもらった割引料金に
応じて、そのユーザ３０１が次世代大容量ＨＤＤを購入する場合に、ＨＤＤを安く販売す
る（３１１）。
【００３８】
以上により、ＨＤＤメーカ３０２は、ユーザ３０１が製品メーカ３０３に注文した製品価
格に応じて、製品メーカ３０３から割引料金をもらってユーザ３０１にＨＤＤを安くして
販売する。これにより、ユーザ３０１のＨＤＤ購買意欲が高まり、ＨＤＤの売り上げによ
り利益を得ることができる。また、ユーザ３０１は、初回は個人情報の提供によりＨＤＤ
を安く購入でき、２回目以降は購入した製品の価格に応じてＨＤＤを安く購入でき、ユー
ザ３０１は容量アップしたＨＤＤを低価格で買い換えできる。更に、製品メーカ３０３は
、ユーザ３０１の嗜好にあった商品データを流すことにより、宣伝費に対する売り上げを
増やすことが可能になる。すなわち、ＣＭの効率がアップする。
【００３９】
なお、上記実施の形態では、いずれも大容量記録媒体としてＨＤＤを例に説明したが、こ
れに限らず、書き込み可能な光ディスクや光磁気記録媒体などであってもい。
【００４０】
さらに、本発明のＣＭ提供方法または大容量記録媒体供給方法の全部または一部のステッ
プの全部または一部の動作をコンピュータにより実行させるためのプログラム及び／また
はデータを担持した媒体であって、コンピュータにより処理可能なことを特徴とする媒体
も本発明に属する。
【００４１】
さらに、本発明のＣＭ提供方法または大容量記録媒体供給方法の全部または一部のステッ
プの全部または一部の動作をコンピュータにより実行させるためのプログラム及び／また
はデータであることを特徴とする情報集合体も本発明に属する。
【００４２】
さらに、本発明のデータとは、データ構造、データフォーマット、データの種類などを含
む。また、本発明の媒体とは、ＲＯＭ等の記録媒体、インターネット等の伝送媒体、光・
電波・音波等の伝送媒体を含む。また、本発明の担持した媒体とは、例えば、プログラム
及び／またはデータを記録した記録媒体、やプログラム及び／またはデータを伝送する伝
送媒体等を含む。また、本発明のコンピュータにより処理可能とは、例えば、ＲＯＭなど
の記録媒体の場合であれば、コンピュータにより読みとり可能であることであり、伝送媒
体の場合であれば、伝送対象となるプログラム及び／またはデータが伝送の結果として、
コンピュータにより取り扱えることであることを含む。また、本発明の情報集合体とは、
例えば、プログラム及び／またはデータ等のソフトウエアを含むものである。
【００４３】
　さらに、上記実施の形態の大容量記録媒体供給方法の全部または一部のステップの全部
または一部の動作をコンピュータにより実行させるためのプログラム及び／またはデータ
を記録したプログラム記録媒体は、コンピュータにより読み取り可能であり、読み取られ
た前記プログラム及び／またはデータが前記コンピュータと協動して前記機能を実行する
プログラム記録媒体であっても良い。
　尚、本明細書に開示した発明は、ユーザがコンテンツ配信者にコンテンツを要求し、Ｃ
Ｍ提供者がユーザの個人情報及び／又は要求されたコンテンツの内容に基づいて、ＣＭを
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選別してコンテンツ配信者に提供し、コンテンツ配信者は要求されたコンテンツにＣＭを
付加してユーザに配信し、ユーザは、ＣＭを再生した場合のみ、コンテンツを再生するこ
とが可能となるＣＭ提供方法である。
　また、本明細書に開示した別の発明は、ユーザがコンテンツ配信者にコンテンツを要求
し、ＣＭ提供者がユーザの個人情報及び／又は要求されたコンテンツの内容に基づいて、
ＣＭを選別し、コンテンツ配信者は要求されたコンテンツをユーザに配信し、ユーザは、
選別されたＣＭにアクセスして再生した場合のみ、コンテンツを再生することが可能とな
るＣＭ提供方法である。
　更に別の発明は、上記いずれかの発明のＣＭ提供方法において、ユーザのコンテンツの
要求は、ユーザがコンテンツ配信者に入会することにより可能となるものであり、ユーザ
がコンテンツ配信者に入会する際、自身の個人情報を提供し、その入会によりコンテンツ
配信者はユーザにコンテンツ及びＣＭの記録・再生のみに用いる大容量記録媒体をレンタ
ルまたは販売する大容量記録媒体供給方法である。
　更に別の発明は、ユーザが記録媒体供給者から大容量記録媒体を購入する際、個人情報
を提供し、その提供により記録媒体供給者はユーザに大容量記録媒体を割引きして販売す
るとともに、ＣＭ提供者にユーザの個人情報を提供し、ＣＭ提供者はユーザの個人情報に
基づいて、ＣＭを選別し、ユーザが大容量記録媒体にＴＶ番組等のコンテンツを記録する
場合に、選別されたＣＭが強制的に記録される大容量記録媒体供給方法であって、ユーザ
が記録されたＣＭを再生した場合は、その再生されたＣＭの量に応じた割引分の料金が、
ＣＭ提供者から記録媒体供給者に支払われ、ユーザが記録媒体供給者から次に大容量記録
媒体を購入するときに、割引分の料金に応じた料金が割引される大容量記録媒体供給方法
である。
　更にまた別の発明は、ユーザが記録媒体供給者から大容量記録媒体を購入する際、個人
情報を提供し、その提供により記録媒体供給者はユーザに大容量記録媒体を割引きして販
売するとともに、製品提供者にユーザの個人情報を提供し、製品提供者はユーザの個人情
報に基づいて、製品カタログを選別し、ユーザが購入した大容量記録媒体に選別した製品
カタログを記録し、ユーザが記録された製品カタログにより購入希望の製品を選択して製
品提供者に注文する大容量記録媒体供給方法であって、ユーザが注文した製品の価格に応
じた割引分の料金が、製品提供者から記録媒体供給者に支払われ、ユーザが記録媒体供給
者から次に大容量記録媒体を購入するときに、割引分の料金に応じた料金が割引される大
容量記録媒体供給方法である。
【００４４】
【発明の効果】
以上述べたところから明らかなように本発明は、記録容量の増大に対応できるように、大
容量記録媒体を低価格で製品サイクルに合わせて供給可能であるという長所を有する。
【００４５】
また、コマーシャルを提供する側のビジネスチャンスを生かすことができるという利点が
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる第１の実施の形態の大容量記録媒体供給方法におけるモデル図で
ある。
【図２】本発明にかかる第２の実施の形態の大容量記録媒体供給方法におけるモデル図で
ある。
【図３】本発明にかかる第３の実施の形態の大容量記録媒体供給方法におけるモデル図で
ある。
【符号の説明】
１０１、２０１、３０１　ユーザ
１０２　コンテンツ配信局
１０３、２０３　ＣＭ提供メーカ
２０２　ＳＴＢメーカ
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３０２　ＨＤＤメーカ
３０３　製品メーカ

【図１】 【図２】
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